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大規模医療データを利用した医療 ICT 利用の効果検証に関する研究 

研究代表者 石川 ベンジャミン光一 国際医療福祉大学大学院 教授 

研究要旨 

我が国では医療分野における様々な ICT 利用が広まっているものの、その現実的な効果を

定量的に把握する研究には乏しい状況にある。本研究では、大規模医療データに基づいて

医療の改善に関する指標を算出した上で、地域連携や ICT 技術の利用との関連性を検討す

ることにより、医療 ICT 利用の現実的な効果について定量的に把握することを目的として

検討を行った。 

２年目となる平成30年度においては、大規模な医療データ用いて ICT利用の実態を把握し、

その効果を評価する上での課題等を明らかにすることを目的として検討を行うと共に、地

域医療情報連携ネットワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検証することを目的と

して、ネットワークを導入する地域でネットワークを構築し運営する団体（事務局）及び

中核となって参加する病院に対してのインタビュー調査を実施した。 

大規模な医療データ用いた分析においては、2016 年の診療報酬改定で追加された検査・画

像情報提供加算および電子的診療情報評価料等について NDB 集計表情報を用いて算定の

実態を把握した結果、診療の過程を通じた最適化と患者にとっての価値向上の両側面から

ICT 利用の効果を検証するために、提供と評価の連鎖、検査等の重複排除、診療にかかる

時間の短縮という３つのアプローチで今後の定量的な評価を進める必要があると考えられ

た。また、地域医療情報連携ネットワークへのインタビューでは、調査地域において参加

する医療機関及び患者数は増加しているものの、実診療における利活用や、ネットワーク

を活用することによる診療報酬の算定件数は極めて限られていることがわかった。今後の

利活用を推進する上では、情報システム導入医療機関数の増加、参加医療機関・登録患者

の悉皆性向上と同時に、診療報酬の算定要件の緩和などによるインセンティブの再構築の

必要性があり、地域医療情報連携ネットワーク導入により期待される医療の質向上や地域

医療資源効率化を実現するためには、ネットワークの利用率向上に向けたさらなる取り組

みの重要性が示唆された。 

 

研究分担者氏名・所属研究機関名及び所属研究

機関における職名 

小林 大介 神戸大学大学院 特命准教授 

渡邊 亮 神奈川県立保健福祉大学 講師 

佐藤 大介 国立保健医療科学院 主任研究官 

松居 宏樹 東京大学大学院 助教 

 

Ａ．研究目的 

日本再興戦略では、医療等分野のデータを徹

底的にデジタル化し流通するための基盤を整

備し、そのデータを社会レベルでの医療提供シ

ステムの改善やイノベーションと、PHR に代

表される個人レベルでの利用の両面から活用

していくこととされている。その中で我が国で

は電子カルテシステムの導入や、大規模データ

ベースの構築と利用、地域医療情報連携ネット
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ワークの構築が進められており、各領域で ICT
利用の状況や効果についての調査も行われて

いるが、評価指標はシステムの導入件数や地域

連携ネットワークへの加入施設数、利用頻度、

セキュリティや費用といった項目が中心と

なっており、ICT による具体的な医療サービス

の内容や質の改善についての評価は少ない状

況にある。そのため、医療 ICT 利用の現実的

な効果を定量的に把握するためには、実際の診

療活動をもとにしたデータからの実証的研究

を行い、医療の改善に関する指標を算出した上

で、ICT 技術の利用との関連性を検討すること

により、効果検証を行なう必要がある。 

そこで本研究では、２年計画の２年目として

大規模な医療データ用いて ICT 利用の実態を

把握し、その効果を評価する上での課題等を明

らかにすると共に、地域医療情報連携ネット

ワーク利活用の実態把握や、ICT 利活用の課題

を検証することを目的として検討を行った。 

Ｂ．研究方法 

1. 大規模データに基づく ICT 利用の実態把握 

地域レベルでのICT利用の実態を把握する

ためのデータとして、レセプト情報・特定健診

等情報データベース（以下、NDB）の第三者

提供の申し出を行い、入院/入院外・医療機関

所在地の市区町村・診療年月の別に分けてICT
利用に係わるレセプト電算処理コードについ

ての算定件数・算定医療機関数・算定患者数を

月ごとに集計したNDB集計表情報の提供を受

けて分析を行った。提供されたデータについて

は、レセプト情報・特定健診等情報の提供に関

するガイドラインに則り、適切な環境・方法で

の取り扱いを徹底した。なお、データの処理の

際には、Microsoft ExcelおよびTableau1を利

用した。 

2. 地域医療情報連携ネットワークの実地調査 

地域医療情報連携ネットワーク利活用の実

態把握や、利活用の課題を検証するため、半構

造化質問票を用いたリサーチ・インタビューを

実施した。対象は地域医療情報連携ネットワー

1 http://www.tableausoftware.com/ja-jp 

クを構築し運営する団体及び加入する医療機

関とし、日医総研が 2016 年に実施した調査に

おいて「全国地域医療連携一覧」に掲載されて

いるネットワークのうち 
1. サービス運用中である 
2. 全県域が対象である 
3. 検査または画像データが共有できる 
4. 厚生労働省「医療情報連携ネットワーク支

援 Navi」の中で「ピックアップ事例」と

して取り上げられている 
ことを条件として、最終的に長崎地域医療連

携ネットワークシステム「あじさいネット」及

び沖縄県「おきなわ津梁ネットワーク」に対す

る調査を実施した。 

Ｃ．研究結果 

1. 大規模データに基づく ICT 利用の実態把握 

2016 年の診療報酬改定で追加された検査・

画像情報提供加算および電子的診療情報評価

料等について、NDB データの第３者提供を受

けて算定の実態把握を試み、以下の結果を得た。 

算定施設数について情報の評価と提供の量

的なバランスを見ると、2017 年３月の時点で

は、入院外の患者について情報提供の算定施設

数が約 200 であるのに対し、情報の評価を算

定した施設は約２倍の 500 施設強であった。

このことから、今回追加になった加算では、限

られた専門施設の診療情報を、より一般的な施

設が参照するようなパターンが多いものと推

測される。また、情報提供について退院患者と

入院外の患者とを比較すると、施設・算定回数

のいずれも入院外の方が多く、入院中の治療経

過などよりも、外来で実施される専門的な検査

等の情報の評価を中心とした利用が進んでい

るものと考えられた。 

また、全国の集計では、評価の算定回数は提

供の約半分となっており、情報が電子的に提供

されていても評価が行われていない事例が相

当数存在するものと考えられた。ただし、地域

別に集計を行った場合には、一部で情報提供の

算定回数に対して数倍から 10 倍の数の情報評

価が行われている事例が認められた。現行の診

療報酬請求のルールでは、１回の診療情報提供
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に対して評価は１回に限り算定することと

なっているので、特定の２次医療圏の算定回数

において評価が提供を上回る場合には、圏域を

越えた診療の連携が行われている可能性を考

慮する必要があるものと考えられる。 

なお、2016 年の時点では、診療情報提供料

(Ⅰ)の算定回数約 2,600 万回に対して、電子的

な方法による検査・画像情報提供加算はその

0.2%程度であり、さらに電子的な評価が行わ

れた回数はその半分に過ぎなかった。2016 年

度内においては電子的な情報の提供・評価の算

定施設数・回数には経時的な伸びが認められて

いるので、今後も継続して ICT 利用の普及状

況を確認していくことが望まれる。 

2. 地域医療情報連携ネットワークの実地調査 

1) あじさいネット 

あじさいネットには、情報提供施設として

37 施設、情報閲覧施設として 354 施設、会員

数 1,333 人（医師、薬剤師等）が参加している。

訪問した C 市民病院は情報提供施設として、

医用画像を含む診療情報を提供している。あじ

さいネットは病診連携をベースとした仕組み

となっており、原則的には基幹病院が情報提供

施設、地域の診療所や薬局、介護施設が情報閲

覧施設になる位置付けで設計されており、イ

メージとしては、診療所に来た患者の同意を得

て、かかりつけ医が、以前に患者が受診した情

報提供施設での検査結果や画像データを、自院

の端末で閲覧することができる形での運用に

なっている。 

あじさいネットへの情報開示・共有は、各患

者の同意に基づいて実施する。あじさいネット

への参加同意は調査時点でおよそ 9 万人にの

ぼり、現在も増加傾向にある。各診療所であじ

さいネットへの参加同意を取っているが、同意

取得率は 9 割超という状況の中で、実際に C
市民病院への接続数を確認すると、ここ 10 年

ではほぼ右肩上がりに伸びており、10 年前の

約 10 倍となっている。しかし、約 70 施設が

この約 15 年間で 1 回以上の接続があるものの、

ここ 2 年で一度も接続がない施設も 20 施設ほ

どある。逆にここ 2 年で毎年 10 回以上の接続

がある施設も 15 施設ほどあるという状況であ

る。なお、情報閲覧施設は診療所だけではなく、

薬局や介護老人保健施設も含まれている状況

である。 

あじさいネットの活用によって、他院との検

査・画像データの共有が長年行われている一方

で、患者紹介時に算定がされうる「検査・画像

情報提供加算」や、患者の紹介を受けた際に算

定されうる「電子的診療情報評価料」などは現

時点では算定されていない。現在の C 市民病

院での運用では、診療所で患者の同意を得た上

で C 市民病院側の電子カルテを「共有」状態

にし、診療所から C 市民病院のカルテに「接

続」して情報を提供している形になることから、

C 市民病院側からは患者を「紹介した」という

明示的な処理はとっていない。また、診療所側

でも、「紹介を受けた」際に電子診療情報を評

価しているわけではなく、現在かかっている患

者の「過去の」C 市民病院での受診記録を診療

所側から「閲覧」しにいっている状況であるた

め、今回追加された診療報酬の算定要件とあじ

さいネットにおける運用の流れとの間にはズ

レがあり、報酬の算定が妨げられている。 

2) おきなわ津梁ネットワーク 

おきなわ津梁ネットワークへの参加施設・登

録者数は年々増加しており、平成 30 年 12 月

時点で 118 施設 45,430 名が加入している。 

おきなわ津梁ネットワークでは、標準データ、

医用画像、拡張データを開示・共有することが

でき、中核病院は原則として標準ストレージ及

び医用画像を公開することが求められている。 

おきなわ津梁ネットワークは脳卒中連携パ

ス、糖尿病連携パス、検診・検査結果共有、特

定保健指導支援が平成 25 年 10 月に稼働して

以降、心筋梗塞連携パス、地域包括ケアが順次

稼働し、平成 29 年 10 月にはＥＨＲプラット

フォームが構築され、県内 26 病院のうち 16
病院が参画している。さらに平成 30 年度にお

いてはＰＨＲへの拡張を予定しており、おきな

わ津梁ネットワークの対象範囲は拡充する方

向で進んでいる。 
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データの集積方法は、医療機関からの医療情

報に加え、保険薬局からの処方・調剤情報およ

び市町村・協会けんぽからの特定健診情報、検

査会社の臨床検査情報等を取り扱っている。こ

れらをおきなわ津梁ネットワークに集約する

ことで、医療機関連携や医薬連携、重症化予防

対策、地域包括ケアシステムに利活用している。 

津梁ネットへの情報開示・共有は、各患者個

人の同意に基づいて実施される。津梁ネットに

登録されている患者数は調査時点でおよそ 4
万 7 千人にのぼり、毎月新たに 700 名程度が

加入している。登録者は利用者カードを提示す

ることで意思表示とし、患者情報が閲覧できる

よう運用している。しかしながら、診療報酬の

請求に際してはシステム要件の指定があり、既

存の電子カルテから別システムを介してタイ

ムスタンプを発行して送信することためにか

かる手間に対して電子的診療情報評価料（30
点）では報酬に見合わず、誰が運用するかとい

う点での阻害要因があることが指摘された。 

Ｄ．考察 

大規模データに基づく分析では、NDB 集計

表情報を利用することにより、新たに診療報酬

に追加された電子的な情報の提供・評価の実態

を把握することができた。ただし、医療 ICT
利用の具体的な効果検証にあたっては、診療の

経過を通じた最適化と患者にとっての価値向

上の両側面からの評価が不可欠であり、今後は

特別抽出データを利用した分析を行うことが

望まれる。またその際には、①情報提供が行わ

れた患者に注目して、提供と評価の連鎖は適切

な流れになっているか、②情報の提供と評価の

前後での診療の内容に注目して、検査等の重複

は排除されるか、③提供～評価の時間的な経過

に注目して、診療にかかる時間は短縮されるか、

について定量的な評価を進める必要があると

考えられた。 

また、地域医療情報連携ネットワークの実地

調査からは、診療報酬請求で明示的な診療情報

提供書の発出が求められることに対し、現場で

は必要に応じて随時情報を共有・参照する運用

となっている点でのズレが浮き彫りとなった。

今後は常時接続型のサービスを前提として現

場での運用に対応したユースケースを考え、診

療報酬上の評価に結びつけていくことが重要

と考えられた。 

Ｅ．結論 

本研究では医療 ICT 化の現実的な効果を定

量的に把握するために、大規模な医療データを

用いて ICT 利用の実態を把握し、その効果を

評価する上での課題等を明らかにすることを

目的として検討を行った。その結果、2016 年

の診療報酬改定で追加された検査・画像情報提

供加算および電子的診療情報評価料等につい

てNDB集計表情報を用いて算定の実態を把握

することができ、今後は診療の過程を通じた最

適化と患者にとっての価値向上の両側面から

ICT 利用の効果を検証するために、提供と評価

の連鎖、検査等の重複排除、診療にかかる時間

の短縮という３つのアプローチで定量的な評

価を進める必要があると考えられた。また、地

域医療情報連携ネットワークの実地調査から

は、単発的な診療情報提供のやりとりではなく、

将来的には常時接続型のEHR利用を前提とし

た患者管理のための ICT 利用を診療報酬上評

価していく必要があることが示唆された。 

Ｆ．健康危険情報 
特になし 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

特になし 

2. 学会発表 

特になし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 
特になし 

2. 実用新案登録 
特になし 

3. その他 
特になし 
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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

大規模医療データに基づく医療 ICT 利用の実態把握 

研究分担者 石川 ベンジャミン 光一 国際医療福祉大学 教授 
小林 大介 神戸大学大学院 特命准教授 
渡邊 亮 神奈川県立保健福祉大学 講師 

佐藤 大介 国立保健医療科学院 主任研究官 
松居 宏樹 東京大学大学院 助教 

研究要旨 

我が国では電子カルテシステムの導入や、大規模データベースの構築と利用、地域医療情

報連携ネットワークの構築が進められているが、ICT 化の推進による具体的な医療サービ

スの内容や質の改善についての評価の実例は少ない。本研究では、こうした限界を超えて

医療 ICT 化の現実的な効果を定量的に把握するために、大規模な医療データ用いて ICT 利

用の実態を把握し、その効果を評価する上での課題等を明らかにすることを目的として検

討を行った。研究に際しては、レセプト情報・特定健診等情報データベース（以下、NDB）

より、入院/入院外・医療機関所在地・診療年月の別に分けて ICT 利用に係わるレセプト電

算処理コードの算定件数・算定施設数を集計した NDB 集計表情報の提供を受けて ICT 利

用状況の定量的な把握を行うと共に、診療の過程を通じた最適化と患者にとっての価値向

上の両側面からの評価を行うためのアプローチについて考察した。 

 
Ａ．研究目的 

我が国では電子カルテシステムの導入や、大

規模データベースの構築と利用、地域医療情報

連携ネットワークの構築が進められており、各

領域で ICT 化の状況や効果についての調査も

行われているが、評価指標はシステムの導入件

数や地域連携ネットワークへの加入施設数、利

用頻度、セキュリティや費用といった項目が中

心となっており、ICT 化の推進による具体的な

医療サービスの内容や質の改善についての評

価は少ない。本研究では、こうした限界を超え

て医療 ICT 化の現実的な効果を定量的に把握

するために、大規模な医療データを用いて ICT
利用の実態を把握し、その効果を評価する上で

の課題等を明らかにすることを目的として検

討を行った。 
 

Ｂ．研究方法 

地域レベルでのICT利用の実態を把握する

ためのデータとして、レセプト情報・特定健診

等情報データベース（以下、NDB）の第三者

提供の申し出を行い、入院/入院外・医療機関所

在地の市区町村・診療年月の別に分けてICT利
用に係わるレセプト電算処理コードについて

の算定件数・算定医療機関数・算定患者数を月

ごとに集計したNDB集計表情報の提供を受け

て分析を行った。提供されたデータについては、

レセプト情報・特定健診等情報の提供に関する

ガイドラインに則り、適切な環境・方法での取

り扱いを徹底した。なお、データの処理の際に

は、Microsoft ExcelおよびTableau1を利用し

た。 
 

 

1 http://www.tableausoftware.com/ja-jp 
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Ｃ．研究結果 

2016(H28)年４月診療報酬改定で追加され

た、検査・画像情報提供加算および電子的診療

情報評価料のレセプト電算処理コードを表１

に示す。また、図１にはこれらの行為について

全国の月別算定状況を示した。この集計では、

４月以降に算定する施設の数は増加したもの

の、各月の算定回数における情報の提供と評価

の比率については、情報が提供された回数(入
院外・退院患者の合計)に対して、情報が評価

された回数大きく下回る状況となっていた。ま

た、情報の提供は退院患者よりも入院外の患者

に対するものが多く、2016 年度を通じては 10
倍程度の開きがあった。なお、2017 年３月に

おける従前の文書による診療情報提供料(Ⅰ)の
算定患者数は約 245 万人/月であり、診療報酬

に取り上げられた初年度については、電子的な

情報提供・評価の活用は限られたものとなって

いた。 

地域別の集計結果では、情報の提供と評価の

比率には大きな地域差があった。２次医療圏別

の集計では、提供件数が 1,000 件以上の 14 圏

域の比率は５～79%、100-999 件の 53 圏域の

比率は０～528%といった状況にあった。表２

に算定した施設の所在地による２次医療圏別

の集計の例として長崎県、沖縄県の結果を示す。 
 

Ｄ．考察 

本研究では、2016 年の診療報酬改定で追加

された検査・画像情報提供加算および電子的診

療情報評価料等について、NDB データの第３

者提供を受けて算定の実態把握を試みた。 

算定施設数について情報の評価と提供の量

的なバランスを見ると、2017 年３月の時点で

は、入院外の患者について情報提供の算定施設

数が約 200 であるのに対し、情報の評価を算定

した施設は約２倍の 500 施設強であった。この

ことから、今回追加になった加算では、限られ

た専門施設の診療情報を、より一般的な施設が

参照するようなパターンが多いものと推測さ

れる。また、情報提供について退院患者と入院

外の患者とを比較すると、施設・算定回数のい

ずれも入院外の方が多く、入院中の治療経過な

どよりも、外来で実施される専門的な検査等の

情報の評価を中心とした利用が進んでいるも

のと考えられた。 

図１・表２に示した全国の集計では、評価の

算定回数は提供の約半分となっており、情報が

電子的に提供されていても評価が行われてい

ない事例が相当数存在するものと考えられた。

ただし、表２のように地域別に集計を行った場

合、一部では情報提供の算定回数に対して数倍

から 10 倍の数の情報評価が行われている事例

が認められた。現行の診療報酬請求のルールで

は、１回の診療情報提供に対して評価は１回に

限り算定することとなっているので、特定の２

次医療圏の算定回数において評価が提供を上

回る場合には、圏域を越えた診療の連携が行わ

れている可能性を考慮する必要があるものと

考えられた。 

なお、2016 年の時点では、診療情報提供料

(Ⅰ)の算定回数約 2,600 万回に対して、電子的

な方法による検査・画像情報提供加算はその

0.2%程度であり、さらに電子的な評価が行われ

た回数はその半分に過ぎなかった。2016 年度

内においては電子的な情報の提供・評価の算定

施設数・回数には経時的な伸びが認められてい

るので、今後も継続して ICT 利用の普及状況

を確認していくことが望まれる。 

また、将来的には今回のような集計表情報で

はなく、特別抽出データを利用した分析を行う

ベきであると考える。医療 ICT 利用の具体的

な効果検証にあたっては、診療の過程を通じた

最適化と患者にとっての価値向上の両側面か

らの評価が不可欠であり、①情報提供が行われ

た患者に注目して、提供と評価の連鎖は適切な

流れになっているか、②情報の提供と評価の前

後での診療の内容に注目して、検査等の重複は

排除されるか、③提供～評価の時間的な経過に

注目して、診療にかかる時間は短縮されるか、

について定量的な評価を進める必要があるも

のと考えられる。 
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Ｅ．結論 

本研究では医療 ICT 化の現実的な効果を定

量的に把握するために、大規模な医療データ用

いて ICT 利用の実態を把握し、その効果を評

価する上での課題等を明らかにすることを目

的として検討を行った。その結果、2016 年の

診療報酬改定で追加された検査・画像情報提供

加算および電子的診療情報評価料等について

NDB 集計表情報を用いて算定の実態を把握す

ることができ、今後は診療の過程を通じた最適

化と患者にとっての価値向上の両側面から

ICT 利用の効果を検証するために、提供と評価

の連鎖、検査等の重複排除、診療にかかる時間

の短縮という３つのアプローチで今後の定量

的な評価を進める必要があると考えられた。 
 

Ｆ．健康危険情報 
特になし 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 
なし 

2. 実用新案登録 
なし 

3. その他 
特になし 
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表１ 検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価料に関するレセプト電算処理コード 

図１での表記 レセプト 

電算処理

コード 

名称 点数 
区分 

コード 

提供(退院患者) 113023470 検査・画像情報提供加算 

（退院する患者について、必要な情報を提供） 

200 B009 

提供(入院外) 113023570 検査・画像情報提供加算 

（入院外の患者について、必要な情報を提供） 

30 B009 

評価 113023610 電子的診療情報評価料 30 B009-2 

 

図１ 検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価料：月別算定状況（全国） 

 

 

評価

提供(入院外)

提供(退院患者)

評価

提供(入院外)

提供(退院患者)
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表
２
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画
像

情
報
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の
２
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医
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況
 

B
0
0
9
-
2
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3
9

7
,3

6
0

8
,0

8
7

8
,7

1
8

-
-

回
数

7
,6

7
7

7
,9

2
3

8
,0

9
5

8
,9

8
8

9
,8

4
3

-
-

注
：

施
設
数
は
、
当
該
年
度
内
に
お
け
る
月
別
算
定
施
設
数
の
最
大
値
。
「
-
」
は
施
設
数
が
３
未
満
と
な
る
た
め
計
数
を
表
示
し
て
い
な
い
。

患
者
数
は
、
当
該
年
度
内
の
月
別
算
定
患
者
数
の
合
計
値
。
「
-
」
は
患
者
数
が
1
0
未
満
と
な
る
た
め
計
数
を
表
示
し
て
い
な
い
。

回
数
は
、
当
該
年
度
内
の
月
別
算
定
回
数
の
合
計
値
。
「
-
」
は
回
数
が
1
0
未
満
と
な
る
た
め
計
数
を
表
示
し
て
い
な
い
。

点
数
表
コ
ー
ド

名
称

集
計
を
行
っ
て
い
な

い

B
0
0
9

(C
) 

÷
 (

B
)

(B
) 

÷
 (

A
)

全
国

長
崎
県

4
2
0
1
長
崎

4
2
0
2
佐
世
保
県
北

4
2
0
3
県
央

4
2
0
4
県
南

診
療
情
報
提
供
料
（
１
）

レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
コ
ー
ド

1
8
0
0
1
6
1
1
0

沖
縄
県

2
0
1
9
/
0
3
/
1
3
公
表
確
認
済

4
2
0
6
五
島

4
2
0
7
上
五
島

4
2
0
8
壱
岐

4
2
0
9
対
馬

4
7
0
1
北
部

4
7
0
2
中
部

4
7
0
3
南
部

4
7
0
4
宮
古

4
7
0
5
八
重
山
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 
分担研究報告書 

地域医療情報連携ネットワークの利活用に関する実態と課題の検討 

―ネットワーク事務局及び参加医療機関に対するインタビュー調査― 

 
研究分担者 小林 大介 (神戸大学) 
研究分担者 渡邊 亮  (神奈川県立保健福祉大学) 

           

 

Ａ．研究目的 
 急激な高齢化の進展に伴い、2000 年代以降

日本では様々な施策が展開されてきた。例えば

介護保険制度は、介護を共助として社会化する

ことを目的として 2000 年に誕生した。また近

年、国は 2025 年を目途として「重度な要介護

状態となっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築」を推進している（厚生労働省, n.d.）。こ

のような制度構築の背景には、住民の QOL を

最大化することと同時に、地域の限られた医

療・介護資源を有効に活用するという視点も見

過ごせない。高齢者の増加に対して、医師・看

護師などの医療関係者が不足しており、医療機

能の分化・連携・集約化などの対策が提唱され

ている（厚生労働省，2016）。 
 近年、情報通信技術（ICT）の進展に伴い、

医療機関では電子カルテやレセプトデータの

オンライン請求などが普及しつつある。一般社

団法人保健医療福祉情報システム工業会の調

査に拠れば、2017 年時点の病院における電子

カルテ導入率は 34.4%に過ぎないものの、500
床を超える病院では導入率が 8 割を超えてい

る（一般社団法人保健医療福祉情報システム工

業会，2018）。このような ICT の利活用を通じ

て、より効率的で質の高い医療提供体制・地域

包括ケアシステムの構築が期待されており、例

えば、地域医療情報連携ネットワークの導入が

推進されている。地域医療情報連携ネットワー

クとは、「患者の同意のもと、医療機関等の間

で、診療上必要な医療情報（患者の基本情報、

処方データ、検査データ、画像データ等）を電

研究要旨 
 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検証することを目的とし

て、ネットワークを導入する地域でネットワークを構築し運営する団体（事務局）及び中核と

なって参加する公立病院に対してインタビュー調査を実施した。その結果、地域医療情報連携

ネットワークに参加する医療機関及び患者数は増加しているものの、一部において実診療にお

ける利活用の偏りの存在や、ネットワークを活用することによる診療報酬の算定件数は極めて

限られていることがわかった。利活用を推進する上で、情報システム導入医療機関数の増加、

参加医療機関・登録患者の悉皆性向上は当然であるものの、診療報酬の算定要件の緩和などに

よるインセンティブの再構築の必要性が示された。地域医療情報連携ネットワーク導入により

期待される医療の質向上や地域医療資源効率化を実現するためには、運用体制を効率化しなが

らの強化、ネットワークの利用率向上にむけたさらなる取り組みの重要性が示唆された。 
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子的に共有・閲覧できることを可能とする仕組

み」であり、質の高い医療の提供や機能分化し

た医療機関間の連携強化、連携強化に伴う薬剤

検査等の適正化などが期待されている（厚生労

働省, n.d.）。 
 2017 年時点で、全県単位で運用される医療

情報連携ネットワークが稼働しているのは 26
県であり、2 次医療圏単位や市町村単位で運用

されるネットワークも含めると、200 を超える

ネットワークがすでに運用されている（厚生労

働省，2017）。しかし、地域医療情報連携ネッ

トワークの導入による具体的な医療サービス

の内容や質の改善についての評価は限られて

おり、そもそも各ネットワークがどのように利

活用されているかは不明確である。 
本研究班では、地域医療情報連携ネットワー

クが活用されることで検査・画像診断の情報が

共有される可能性に着目して、ネットワークの

導入により「診療情報提供料」や「検査・画像

情報提供加算」、「電子的診療情報評価料」など

の診療報酬項目算定が増加するという仮説を

立案した。この仮説を検証するため、国が保有

するレセプト情報・特定健診等情報（以下

「NDB」）の第三者提供を受けて事前解析を実

施したところ、算定件数は医療情報連携ネット

ワークが導入されている地域においても限定

的であった。その理由として考えられるのは、

医療情報連携ネットワークが導入されていて

も、その利活用が円滑に行われていないか、診

療報酬とネットワークの利活用とが結びつい

ていないか、その両者の可能性があると考えら

れる。 
そこで本研究では、地域医療情報連携ネット

ワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検

証することを目的として、ネットワークを構築

し運営する団体及び導入地域の医療機関に対

してインタビュー調査を実施した。 

 
Ｂ．研究方法 
本研究は、半構造化質問票を用いたリサー

チ・インタビューとして実施する。対象は地域

医療情報連携ネットワークを構築し運営する

団体及び加入する医療機関である。なお、対象

医療機関については、はじめに対象となる医療

情報連携ネットワークを抽出した上で、ネット

ワークに加入する医療機関を抽出した。 
対象となるネットワークは次のような手順

で抽出した。 
1. 日医総研が 2016年に実施した調査にお

いて「全国地域医療連携一覧」に掲載さ

れているネットワークのうち 
2. サービス運用中である 
3. 全県域が対象である 
4. 検査または画像データが共有できる 
5. 厚生労働省「医療情報連携ネットワーク

支援 Navi」の中で「ピックアップ事例」

として取り上げられている 
上記の中から、最終的に長崎地域医療連携ネ

ットワークシステム「あじさいネット」及び沖

縄県「おきなわ津梁ネットワーク」を対象とし

た。本分担研究では、長崎地域医療連携ネット

ワークシステム「あじさいネット」（以下「あ

じさいネット」）に着目した。 
あじさいネットから、調査対象となる団体は

事務局を担っている長崎県医師会とし、医療機

関は次の手順で抽出した。 
1. あじさいネットのウェブサイト上に掲

載されている「参加施設」のうち 
2. あじさいネットの中核病院（拠点病院：

情報提供病院）である病院 
3. あじさいネットへの参加が 10 年以上で

ある病院（あじさいネット自体は運用開

始から 15 年） 
 上記の中から、調査に同意した市立 C 市民
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病院（以下「C 市民病院」）を最終的な調査対

象医療機関とした。対象医療機関の概要は図表

1 の通りである。インタビュー調査は、平成

31 年 3 月中旬に対象医療機関の会議室および

県医師会事務局で実施した。インタビューは C
市民病院では医事課長及び医師の 2 名、あじさ

いネットでは専務理事及び県医師会事務局で

あじさいネットを担当する主事補の 2 名を対

象とし、インタビュー時間はそれぞれ 60 分程

度であった。なお対象者には、調査に先だって

調査企図と調査内容を示した文書を提示した。 
 調査は、半構造化質問票を作成し、主に以下

の点について尋ねた。 
＜医療機関（C 市民病院）＞ 
・ 地域医療ネットワーク加入の経緯 
・ 地域医療ネットワークの活用状況 
・ ネットワーク利用におけるシステムの導

入状況や運用方法 
・ 診療報酬の算定状況と算定上の課題など 
・ 地域医療ネットワークによって得られる

メリットと課題 
＜事務局（長崎県医師会事務局）＞ 
・ 地域医療ネットワークの運営体制・課題 
・ 地域医療ネットワークのあるべき姿 
 
インタビューは本研究班の研究者 2 名が担

当した。また同意に基づいて、インタビューは

全て IC レコーダを用いて録音し、インタビュ

ー後に逐語録を作成した。 
 

Ｃ．研究結果 
1．C 市民病院の概要 
 C 市民病院は長崎県県央医療圏に属する

200 床規模の、主に急性期から回復期までを担

･ 病床数：200～299 床 
･ 病院類型・機能 

 一般病院（ケアミックス～地域医療支援型病院） 
 DPC 対象病院 
 指定管理者制度 

･ 経営主体：市立（地域医療振興協会管理運営） 
･ あじさいネットへの加入状況 

 加入時期：2003 年の検討委員会から（実際の情報提供開始は 2005 年 5 月） 
 中核病院（拠点病院：情報提供病院） 
 開示医療情報 

 標準情報 
 患者基本情報・アレルギー情報・病名など 

 カルテ・オーダ情報 
 退院サマリ・看護サマリ・看護記録・文書情報・処方オーダ・注射オー

ダ・検査オーダなど 
 検査結果情報 

 検査結果・医用画像・検査レポートなど 

【図表 1】 調査対象医療機関の概要 
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う公立病院であり、DPC/PDPS を採用してい

る。 
 
2．地域医療ネットワーク加入の経緯 

当初、大村市医師会では地域完結型医療の推

進に向けた検討を始めており、2003 年に同市

内にある国立病院機構 D 医療センター（以下

「D 医療センター」）と C 市民病院とで地域医

療連携 IT 化検討委員会を発足させたことから、

団体の発足、ネットワーク構築前から大きく関

わりを持っていた。翌 2004 年にあじさいネッ

トが正式に発足し、まずは D 医療センターの

電子カルテ情報の提供が始まり、翌 2005 年か

ら C 市民病院は画像データの提供を開始、

2007 年に電子カルテの導入を機にカルテデー

タの提供も開始し、本格的に情報提供病院とし

て機能してきた。 
 
3．地域医療ネットワークの活用状況 
 あじさいネットには、調査日現在で情報提供

施設として 37 施設、情報閲覧施設として 354
施設、会員数 1,333 人（医師、薬剤師等）が参

加している。C 市民病院は情報提供施設として、

医用画像を含む診療情報を提供している。あじ

さいネットは病診連携をベースとした仕組み

となっており、原則的には基幹病院が情報提供

施設、地域の診療所や薬局、介護施設が情報閲

覧施設になる位置付けで設計されており、イメ

ージとしては、診療所に来た患者の同意を得て、

かかりつけ医が、以前に患者が受診した情報提

供施設での検査結果や画像データを、自院の端

末で閲覧することができる形での運用になっ

ている。 
 あじさいネットへの情報開示・共有は、各患

者の同意に基づいて実施する。あじさいネット

への参加同意は調査時点でおよそ 9 万人にの

ぼり、現在も増加傾向にある。各診療所であじ

さいネットへの参加同意を取っているが、同意

取得率は 9 割超という状況の中で、実際に C
市民病院への接続数を確認すると、ここ 10 年

ではほぼ右肩上がりに伸びており、10 年前の

約 10 倍となっている。しかし、約 70 施設が

この約 15 年間で 1 回以上の接続があるものの、

ここ 2 年で一度も接続がない施設も 20 施設ほ

どある。逆にここ 2 年で毎年 10 回以上の接続

がある施設も 15 施設ほどあるという状況であ

る。なお、情報閲覧施設は診療所だけではなく、

薬局や介護老人保健施設も含まれている状況

である。 
 
4．ネットワーク利用におけるシステムの導入

状況・運用方法 
 あじさいネットへの加入に際して、情報提供

施設では初期費用としてゲートウェイサーバ

導入費用などが必要となる。原則、情報提供施

設が負担する（地域医療再生基金や地域医療介

護総合確保基金などで半額補助を行った時期

もある）。情報閲覧施設では入会金の他、暗号

化機器の設置・設定などの費用として 3 万円の

負担を求められるが、それ以降は会費名目にて

VPN 機器保守費用及び事務費として月額

4,000 円（レセプトオンライン請求込みの場合

は 5,000 円）とウィルス対策費として年額

3,000 円のみとなっている。これにより、あじ

さいネットは原則自主運用を実現している。こ

の体制は、基金等に大きく運営費を含め依存し

ている他の地域医療情報連携ネットワークと

の大きな違いであり、必要な機能のみを持続的

に運営するという高い目的意識で運用されて

いるものである。なお、あじさいネットの機能

を追加する際などは一部基金を活用すること

もあるが、その場合でも機能が追加となった際

に会費の変更等により運用面では自主運用を

していけるように考えている。 
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5．診療報酬の算定状況と算定上の課題など 

あじさいネットの活用によって、他院との検

査・画像データの共有が長年行われてきている

が、患者紹介時に算定がされうる「検査・画像

情報提供加算 1」や、患者の紹介を受けた際に

算定されうる「電子的診療情報評価料 2」など

を現時点で算定していない。その理由としてい

くつかの点が挙げられるが、現在のC市民病院

での立場で言えば、診療所で患者の同意を得た

上でC市民病院側の電子カルテを「共有」状態

にし、診療所からC市民病院のカルテに「接続」

して情報を提供している形になることから、C
市民病院側からは患者を「紹介した」という形

式になっておらず、こういった場合に算定が可

能なのかどうかがわかりにくい状況にあるこ

とが考えられる。診療所側でも、「紹介を受け

た」際に電子診療情報を評価しているわけでは

なく、現在かかっている患者の「過去の」C市

民病院での受診記録を診療所側から「閲覧」し

にいっている状況であるため、これも算定が可

能なのかどうかが判断しづらい。このように現

在のあじさいネットにおける運用の流れと診

療報酬の算定要件が一致しないパターンが多

い。 
 

6．地域医療ネットワークによって得られるメ

リットと課題 
あじさいネットは稼働からすでに 15 年以上

が経過しており、全国における地域医療情報連

携ネットワークの先駆け的存在である。その中

核的存在で情報提供施設である C 市民病院で

                                                   
1 診療情報提供書と併せて、画像情報・検査結

果等を電子的方法により提供した場合に、診療

情報提供料の加算として評価 
2 診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報

や検査結果等の提供を受け、診療に活用した場

合に算定ができる 

は、医療安全の面を特に強調して積極的な情報

連携の必要性を発信している。このような活動

の成果もあり、近隣で新規開業の診療所などで

は、あじさいネットへの加入を前提として設備

を整えて開業している例もあるとのことであ

った。 
ただし、現状の仕組みにおいては、C 市民病

院は情報提供を行う立場であり、他施設の情報

を閲覧することはできない仕組みである。これ

は、地域医療の現場でのメリットを最小限のコ

ストで最大限に発揮する仕組みで運用してき

た結果である。しかしこの場合、実際に現場に

て困る例として、例えば C 市民病院に介護老

人保健施設から夜間救急搬送されてきた患者

がいた際、この患者の状況把握が困難であるこ

とが多くあるという。これは、患者付き添いの

職員等は、患者の普段の施設内での生活の様子

は把握しているものの、これまでの疾患歴や現

在処方されている薬などといった、診療するに

あたって必要な情報を把握していないことが

多いためである。このような時、C 市民病院側

からも他施設情報の閲覧が可能であれば、より

素早く質の高い医療の提供が可能になるので

はないかという感覚はある。ただしその場合の

費用感などを十分に検討しなければ、自主運営

を進めてきているあじさいネットに組み込む

ことが難しいという見方もある。 
 
7．地域医療ネットワークの運営体制・課題 
長崎地域医療連携ネットワークシステム協

議会は、発足した翌年には NPO 法人化し、今

日に至っている。理事長には発足当時の大村市

医師会長、専務理事には C 市民病院の代表者

を据え、現在は事務局機能を長崎県医師会が担

っている。そのため、県医師会誌であじさいネ

ットを広報したりもしている。協議会では月に

1 回、運営委員会を開催し、医療情報共有の在
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り方や、体制、今後の機能や運営方法について

などを検討している。なお、先述の通り、あじ

さいネットは自主運営の体制となっており、

NPO 法人から長崎県医師会へ事務局機能委託

料の支払いをしているが、あくまで委託となっ

ており、専任の事務局員がいるわけではないた

め、講習会の開催など現状ではかなりの手間が

かかる部分もあることから、今後の事務局体制

については、専任事務職員を置くことを検討し

なければいけない。組織は「基盤」「財務」「人

材」が大切であり、これらのバランスの取れた

体制を取っていけるように検討を進める。 
なお、ネットワーク管理団体の正式名称は長

崎県地域医療連携ネットワークシステム協議

会とせずに、長崎地域医療連携ネットワークシ

ステム協議会としている。県全体を考えてはい

るものの、県内のみという制限もかけるつもり

がないという表れである。壱岐などは福岡県と

もつながりが大きい。県境では佐賀とのつなが

りも大きい。これらがあり、実際に福岡県や佐

賀県の医療機関もネットワークに加入してい

る。 
 
8．地域医療ネットワークのあるべき姿 
 地域医療情報連携ネットワークは、その目的

としては当然ながら住民のためというのが第

一である。その中で、最近では地域医療情報連

携ネットワークを住民サービスにまで広げ

PHR としての機能を備え、患者側からも情報

へアクセスできるようにしようという動きが

多くなってきている。一見、良いように思うこ

とではあるが、その場合のネットワーク構築は

かなりの規模になり、運営組織も大きくならざ

るを得ない。そのような状況を自己財源で運営

するのはかなり難しいのが現状であり、これら

を目指すネットワークでは国や自治体の補助

金や基金に頼らざるを得ない状況である。それ

では、その補助金や基金が終了した場合や、機

器更新などの大きな一時金が必要となるタイ

ミングでいわゆる経営が破綻するリスクを負

っていることになり、それは住民のために安定

したネットワークの維持という点からは疑問

が残る。あじさいネットではネットワークでの

やり取りは「業務文書のやり取り」であるとい

う位置付けで考えており、それが、本当に必要

な機能だけをしっかりと安定して供給すると

いうスタンスに繋がっている。だから自主運営

ができているのである。 
 PHR などは本来、県単位で検討したり実施

したりするのはコストがかかりすぎる。地域医

療情報連携ネットワークだが、理想的には全国

版のクラウドサービスを全国団体が運営し、全

体にかかわる標準的なサービスを提供、県単位

のネットワークはそれに乗る形で、県内で求め

られる機能を追加的に運営するという形を取

るのが効果的効率的な運営ではないかと考え

る。 
 
Ｄ．考察 
本研究では、地域医療情報連携ネットワーク

利活用の実態把握や、利活用の課題を検証する

ことを目的として、長崎の地域医療情報連携ネ

ットワーク「あじさいネット」に参加する C
市民病院及び事務局に対してインタビュー調

査を実施した。インタビューの結果から、ネッ

トワーク利活用の実態と併せていくつかの課

題が明らかになった。 
 
1．ネットワーク構築における課題 
 地域医療情報連携ネットワークの定義自体

が、診療上必要な医療情報を電子的に共有・閲

覧できることを可能とする仕組みであるが、こ

の方法には様々なパターンが存在する。そして

これを可能とするには、そもそも個々の医療機
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関等で電子化が進展しないことには始まらな

いと考えられている。レセプトの電子化はほぼ

100％を達成しているものの、全国の病院全体

で、電子カルテの導入率は依然 40％程度と半

数に至っておらず、病床数が少ないほど導入率

も低くなっている（一般社団法人保健医療福祉

情報システム工業会，2018）。これを踏まえれ

ば、病床数がそれなりにある病院では電子化が

進んでおり、電子診療情報の提供は可能となっ

てきているが、診療所においてはやはり 40%
程度の導入率となると、診療所側からは電子診

療情報の提供はまだまだ難しく、電子診療情報

を受け取ってもそれを評価する環境が整って

いないところも多いと考えられる。「電子化」

にはそれ相応のコスト（手間・費用）がかかる

ため、特に地方の診療所などでは「電子化」を

進めるメリット（手間・費用をカバーできるだ

けの何か）がないと、電子化は進まないという

課題が生じる。あじさいネットではその課題を

解決する方法としてシングルサインオンでの

ポータルサイトを作成し、そこから各病院で開

放（情報提供）されたデータを閲覧する仕組み

を構築しているため、閲覧する診療所等の側で

電子カルテの導入は必ずしも必要ない。これに

より会員（情報閲覧施設）は大幅に伸びている

が、その運用を前提として発展させてきたがた

め、先述の通り、診療所や介護施設等の側の情

報を、C 市民病院側で閲覧することが不可能で

あるという課題が残っている。 
 
2．ネットワーク加入者に関する課題 
 地域医療ネットワークを最大限活用するた

めには、住民と医療機関等とが悉皆的にネット

ワークに登録・加入されていることが当然なが

ら重要である。しかし、現状行っている、県医

師会から会員への広報や、医療機関での患者に

対する登録勧奨だけでは患者の理解にも限界

がある。またこれではまだ医療機関にかかって

いない住民への周知が進まず、診療所等での限

られた時間での同意説明だけでは理解が深ま

らないことが考えられる。そこで、患者以外も

含めた住民全体に対して、日頃からネットワー

クに関する啓発を行うことが求められる。その

ためにも、ネットワークを運用する事業者（あ

じさいネットの場合は県医師会）と都道府県・

市町村などの自治体が密に協力していくこと

が望ましい。 
 
3．診療報酬算定における課題 
 ネットワークの持続的な利活用には、ネット

ワークが持つ情報の品質と価値を向上するこ

とも重要だが、ネットワークの構築と運用・維

持に多額の費用がかかることから、経済的なメ

リット・インセンティブも不可欠である。しか

し本研究班がNDBを用いて検証を行ったとお

り、「検査・画像情報提供加算」及び「電子的

診療情報評価料」の算定件数は限定的である。

今回のインタビュー調査に拠れば、リーフレッ

ト等に算定可能となったことを掲載し、広報に

は勤めている状況が見受けられたか、それぞれ

の診療報酬算定に必要な要件を満たすことが、

現在の地域医療情報連携ネットワークの仕様

や業務フロー上一部困難であることが示唆さ

れた。ネットワークの安定的・持続的・積極的

な利活用を推進する上で、特にネットワークの

運用及び機能の維持・更新・発展にかかる費用

などを会費にてまかなうことが求められるこ

とを考えると、算定要件の明確化や緩和、及び

保険点数の見直しなど、インセンティブの設計

を見直すことが必要であるのではないかと考

えられる。 
 
4．研究の限界 
全国で運用されている地域医療情報連携ネ
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ットワークには様々な形態があり、運用経緯や

地域の医療ニーズも異なる。また、本調査は限

られた対象に実施するインデプスインタビュ

ー調査であり、このような研究の特性上、得ら

れた知見の一般化可能性は限定的である。一方

で、定量的研究で得られた結果を解釈・検証す

るために本調査は不可欠であったと考えられ

る。 
 
Ｅ．結論 
 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実

態把握や、利活用の課題を検証することを目的

として、長崎の地域医療情報連携ネットワーク

「あじさいネット」に参加する中核病院及び事

務局に対してインタビュー調査を実施した。そ

の結果、地域医療情報連携ネットワークに参加

する医療機関及び患者数は増加しているもの

の、実診療においてネットワークを活用するこ

とによる診療報酬の算定件数は極めて限られ

ていることがわかった。利活用を推進する上で、

情報システム導入医療機関数の増加、参加医療

機関・登録患者の悉皆性向上、診療報酬の算定

要件の緩和などによるインセンティブの再構

築の必要性が示された。地域医療情報連携ネッ

トワーク導入により期待される医療の質向上

や地域医療資源効率化を実現するためには、現

場でのネットワークの利用率向上にむけたさ

らなる取り組みに加え、政策面での後押しの重

要性が示唆された。 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 
分担研究報告書 

地域医療情報連携ネットワークの利活用に関する実態と課題の検討 

―ネットワーク参加医療機関に対するインタビュー調査― 

 
研究分担者 渡邊 亮  (神奈川県立保健福祉大学) 
研究分担者 小林 大介 (神戸大学) 
研究分担者 佐藤 大介 (国立保健医療科学院) 

           

 
 
Ａ．研究目的 
 急激な高齢化の進展に伴い、2000 年代以降

日本では様々な施策が展開されてきた。例えば

介護保険制度は、介護を共助として社会化する

ことを目的として 2000 年に誕生した。また近

年、国は 2025 年を目途として「重度な要介護

状態となっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築」を推進している(厚生労働省, n.d.)。この

ような制度構築の背景には、住民の QOL を最

大化することと同時に、地域の限られた医療・

介護資源を有効に活用するという視点も見過

ごせない。高齢者の増加に対して、医師・看護

師などの医療関係者が不足しており、医療機能

の分化・連携・集約化などの対策が提唱されて

いる(厚生労働省，2016)。 
 近年、情報通信技術（ICT）の進展に伴い、

医療機関では電子カルテやレセプトデータの

オンライン請求などが普及しつつある。一般社

団法人保健医療福祉情報システム工業会の調

査に拠れば、2017 年時点の病院における電子

カルテ導入率は 34.4%に過ぎないものの、500
床を超える病院では導入率が 8 割を超えてい

る(一般社団法人保健医療福祉情報システム工

業会，2018)。このような ICT の利活用を通じ

て、より効率的で質の高い医療提供体制・地域

包括ケアシステムの構築が期待されており、例

えば、地域医療情報連携ネットワークの導入が

推進されている。地域医療情報連携ネットワー

クとは、「患者の同意のもと、医療機関等の間

研究要旨 
 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検証することを目的とし

て、ネットワークを導入する地域でネットワークに参加する中核病院に対してインタビュー調

査を実施した。その結果、地域医療情報連携ネットワークに参加する医療機関及び患者数は増

加しているものの、実診療における利活用や、ネットワークを活用することによる診療報酬の

算定件数は極めて限られていることがわかった。利活用を推進する上で、情報システム導入医

療機関数の増加、参加医療機関・登録患者の悉皆性向上、診療報酬の算定要件の緩和などによ

るインセンティブの再構築の必要性が示された。地域医療情報連携ネットワーク導入により期

待される医療の質向上や地域医療資源効率化を実現するためには、ネットワークの利用率向上

に向けたさらなる取り組みの重要性が示唆された。 
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で、診療上必要な医療情報（患者の基本情報、

処方データ、検査データ、画像データ等）を電

子的に共有・閲覧できることを可能とする仕組

み」であり、質の高い医療の提供や機能分化し

た医療機関間の連携強化、連携強化に伴う薬剤

検査等の適正化などが期待されている(厚生労

働省, n.d.)。 
 2017 年時点で、全県単位で運用される医療

情報連携ネットワークが稼働しているのは 26
県であり、2 次医療圏単位や市町村単位で運用

されるネットワークも含めると、200 を超える

ネットワークがすでに運用されている。(厚生

労働省，2017)。しかし、地域医療情報連携ネ

ットワークの導入による具体的な医療サービ

スの内容や質の改善についての評価は限られ

ており、そもそも各ネットワークがどのように

利活用されているかは不明確である。 
本研究班では、地域医療情報連携ネットワー

クが活用されることで検査・画像診断の情報が

共有される可能性に着目して、ネットワークの

導入により「診療情報提供料」や「検査・画像

情報提供加算」、「電子的診療情報評価料」など

の診療報酬項目算定が増加するという仮説を

立案した。この仮説を検証するため、国が保有

するレセプト情報・特定健診等情報 (以下

「NDB」。)の第三者提供を受けて事前解析を

実施したところ、算定件数は医療情報連携ネッ

トワークが導入されている地域においても限

定的であった。その理由として考えられるのは、

医療情報連携ネットワークが導入されていて

も、その利活用が円滑に行われていないか、診

療報酬とネットワークの利活用とが結びつい

ていないか、その両者の可能性があると考えら

れる。 
そこで本研究では、地域医療情報連携ネット

ワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検

証することを目的として、ネットワーク導入地

域の医療機関に対してインタビュー調査を実

施した。 
 

Ｂ．研究方法 
本研究は、半構造化質問票を用いたリサー

チ・インタビューとして実施する。対象は地域

医療情報連携ネットワークに加入する医療機

関である。なお、対象医療機関については、は

じめに対象となる医療情報連携ネットワーク

を抽出した上で、ネットワークに加入する医療

機関を抽出した。 
対象となるネットワークは次のような手順

で抽出した。 
1. 日医総研が 2016年に実施した調査にお

いて「全国地域医療連携一覧」に掲載さ

れているネットワークのうち 
2. サービス運用中である 
3. 全県域が対象である 
4. 検査または画像データが共有できる 
5. 厚生労働省「医療情報連携ネットワーク

支援 Navi」の中で「ピックアップ事例」

として取り上げられている 
上記の中から、最終的に長崎県「あじさいネ

ット」及び沖縄県「おきなわ津梁ネットワーク」

を対象とした。本分担研究では、沖縄県「おき

なわ津梁ネットワーク」(以下「津梁ネット」)
に着目した。 
津梁ネットから、調査対象となる医療機関は

次の手順で抽出した。 
1. 津梁ネットのウェブサイト上に掲載さ

れている「参加施設」のうち 
2. 津梁ネットの中核病院である病院 
3. 地域医療支援病院 

 上記の中から、調査に同意した A 病院を最

終的な調査対象医療機関とした。対象医療機関

の概要は図表 1 の通りである。インタビュー調

査は、平成 31 年 3 月中旬に対象医療機関の会
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議室で実施した。インタビューは A 病院を運

営する法人の担当主任及び地域医療情報連携

ネットワークを担当する医事業務課主任の 2
名を対象とし、インタビュー時間はあわせて

70 分程度であった。なお対象者には、調査に

先だって調査企図と調査内容を示した文書を

提示した。 
 調査は、半構造化質問票を作成し、主に以下

の点について尋ねた。 
・ 地域医療ネットワーク加入の経緯 
・ 地域医療ネットワークの活用状況 
・ ネットワーク利用におけるシステムの導

入状況や運用方法 
・ 診療報酬の算定状況と算定上の課題など 
・ 地域医療ネットワークによって得られる

メリットと課題・負担感 
インタビューは本研究班の研究者 2 名が担

当した。また同意に基づいて、インタビューは

全て IC レコーダを用いて録音し、インタビュ

ー後に逐語録を作成した。 

 

Ｃ．研究結果 
1．A 病院の概要 
 A 病院は沖縄県中部医療圏に属する 300 床

規模の急性期病院であり、DPC/PDPS を採用

している。 
 
2．地域医療ネットワーク加入の経緯 

A 病院は、以前より県内の他医療機関と共に

地域連携クリティカルパス(以下「連携パス」)
を構築しており、当初は糖尿病などの連携パス

運用における情報共有を目的として、2014 年

にネットワークに加入した。その後、高機能

EHR への移行が図られることになり、診療情

報の共有および情報集積の効率化を目的とし

た現行の地域医療情報ネットワークに、中核病

院の一つとして 2018 年 6 月より加入した。 
 
3．地域医療ネットワークの活用状況 
 津梁ネットには、調査日現在で 176 施設が

･ 病床数：300～399 床 
･ 病院類型・機能 

 一般病院(急性期病院) 
 DPC 対象病院 
 地域医療支援病院 

･ 経営主体：民間 
･ 津梁ネットへの加入状況 

 加入時期：2014 年(現在の高機能 HER への参加は 2018 年) 
 中核病院 
 開示医療情報 

 標準データ 
 患者基本情報・移動情報・アレルギー情報・病名・処方・注射・検体検

査結果・生理検査結果・医用画像 
 医用画像 

【図表 1】 調査対象医療機関の概要 
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参加している。うち 16 の医療機関が中核病院

とされ、A 病院もその一つである。津梁ネット

では、図表 2 に示す標準データ、医用画像、拡

張データを開示・共有することができるが、中

核病院は原則として標準ストレージ及び医用

画像を公開することが求められている。A 病院

も標準データ・医用画像を参加施設に開示して

いる。 
拡張データについては、個人情報保護の観点

などから、まだ開示・共有について懸念する声

もあるほか、技術的な課題もあることから、拡

張データを公開している医療機関はまだ限ら

れており、A 病院も拡張データについては開示

を行っていない。 
津梁ネットへの情報開示・共有は、各患者個

人の同意に基づいて実施する。津梁ネットに登

録されている患者数は調査時点でおよそ4万7
千人にのぼり、毎月新たに 700 名程度が加入

している。A 病院でも津梁ネットの活用に向け

て、まずは登録者数を増やすことを主眼として

取り組みを進めており、津梁ネットへの登録勧

奨を入院・外来の日常業務プロセスに組み込ん

でいる。具体的に入院患者に対しては、入院の

事前説明において津梁ネットの説明も実施し、

津梁ネットへの登録勧奨を行なっている。 
津梁ネットの活用に関して、現時点ではまだ

登録者が限られていることや、登録者であった

としても、他医療機関における登録が限られて

いるために、参照できる情報が限定されてしま

っており、臨床現場で活用が進んでいるという

状況にはまだ至っていない。だが、津梁ネット

事務局の推奨もあり、今後は救急医療における

活用や、うるま市・沖縄市が推進する慢性腎臓

病病診連携システム(「ちゅらまーみ(腎)プロジ

ェクト」)を通じた慢性腎臓病の重症化予防の

ために活用を進めることを検討している。 
なお、A 病院内で津梁ネットにアクセスする

ことができるのは、現時点では医師のみである

が、今後、コメディカル等が活用していくこと

も考えられる。 
 
4．ネットワーク利用におけるシステムの導入

状況・運用方法 
 津梁ネットの加入に際して、導入時の費用は

基本的に県医師会が負担しているため、A病院

自体は費用負担をしていない。また、津梁ネッ

トは総務省の「クラウド型EHR高度化事業 1」

の対象となっており、津梁ネットの基盤整備に

かかる経費は総務省から補助を受けているた

め、医師会自体も自己負担はしていない。 

                                                   
1 クラウド技術を活用して、地域の医療機関・

介護事業者等の双方向の情報連携や異なる地

域の医療情報ネットワーク間の接続・情報連携、

蓄積された診療情報の二次利用が可能な基盤

の整備にかかる経費について、EHR の運営主

体又はその事務局である法人等に対して補助

を行う。 

･ 標準データ 
 患者基本情報 
 退院基本情報 
 処方情報 
 注射情報 
 検査結果 
 病名 

･ 医用画像 
･ 拡張データ 

 退院サマリ 
 手術レポート 
 超音波レポート 
 病理・細菌レポート 
 診療情報提供書 
 放射線レポート 
 医師カルテ 
 看護カルテ 

【図表 2】 開示・共有できるデータ 
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 一方で、津梁ネットに加入する医療機関等は、

津梁ネットの持続的な運用にかかる費用を負

担することとなっており、中核病院は月額 10
万円、その他の医療機関等は月額 5000 円を負

担している。A 病院は中核病院であることから、

月額 10 万円を負担している。また、サーバや

システム等の更新時は、原則として津梁ネット

参加機関が負担することが見込まれている。 
 その他に、津梁ネットへの接続や環境整備を

目的として、A 病院は読み取り用バーコードを

購入したほか、院内電子カルテネットワークと

津梁ネットとの安全なネットワーク連結のた

めに数十万の費用を負担した。 
 
5．診療報酬の算定状況と算定上の課題など 

津梁ネットの活用によって、他院との検査・

画像データや患者の紹介等が行われつつある

が、患者紹介時に算定がされうる「検査・画像

情報提供加算 2」や、患者の紹介を受けた際に

算定されうる「電子的診療情報評価料 3」など

を現時点で算定していない。その理由としてい

くつかの点が挙げられるが、その一つとして電

子署名の付与の問題がある。診療情報提供書を

電子的に送信する場合、保健医療福祉分野PKI
（HPKI）による電子署名が必要である。しか

し、各医師がHPKIをそれぞれ取得・利用する

ことが運用上・作業上困難であることから、そ

の取得に至っていない。仮に、全ての医療機関

が津梁ネットに加入しており、すべての紹介・

逆紹介を電子化できるのであれば、作業上の困

難さも解消されるが、一部は紙面により、一部

は電子により紹介・逆紹介を行うようになって

                                                   
2 診療情報提供書と併せて、画像情報・検査結

果等を電子的方法により提供した場合に、診療

情報提供料の加算として評価 
3 診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報

や検査結果等の提供を受け、診療に活用した場

合に算定ができる 

しまうと、業務の煩雑化に繋がることが危惧さ

れる。 
なお、「検査・画像情報提供加算」及び「電

子的診療情報評価料」の算定において、診療情

報提供書の電子化は必須ではない(紙の診療情

報提供書と共に画像情報・検査結果を電子的方

法により提供しても算定は可能)。しかし退院

患者を紹介する場合、検査・画像情報提供加算

を算定する要件として退院時要約を電子的に

提供することが必須であるが、津梁ネットにお

いて「退院サマリ（≒退院時要約）」は拡張デ

ータの 1 つになっており、現時点で A 病院は

退院サマリを開示・共有していない。 
 

6．地域医療ネットワークによって得られるメ

リットと課題・負担感 
先に記したとおり、津梁ネットの稼働からま

だあまり間もないことから、現段階で A 病院

では患者の登録に主眼を置いており、実津梁に

於いて津梁ネットを十分に活用できている段

階にはない。しかし、参加医療機関が拡大し、

県民の多くが登録されるようになれば、津梁ネ

ット通じて他医療機関等の診療内容を把握し、

A 病院における診療の質向上に役立てるので

はないかと考えられる。また、沖縄県の特色と

して全般的に病床稼働率が高いこともあり、急

性期病院と回復期病院との連携や、病病連携な

どを促進することで、医療機関の機能・役割に

併せた医療提供体制を構築することが可能と

なるのではないか。 
A 病院における具体的な活用可能性として

は、例えば糖尿病で継続的なコントロールが必

要な患者さんの通院が途切れてしまうことが

あり、適切なモニタリングができないことがあ

る。しかし、津梁ネットを活用することで、他

の医療機関を受診した際にでも、通院情報等を

共有することで、疾患の重症化予防に繋がるの
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ではないか。 
このようなメリットを享受するためにも、津

梁ネットに加入する医療機関と登録する県民

の増加が不可欠である。なお、津梁ネットに登

録された患者であっても、別の医療機関の情報

が開示されるためには、その医療機関において

患者自身が津梁ネットの登録証を提示し、その

医療機関における登録を改めて行わなければ

情報が紐づかない。津梁ネットに登録された時

点で、ネットワーク全体で見られる仕組みを要

望するコエもあるが、患者の個人情報保護に対

する反応もあり、現段階では困難だという。 
また、費用負担についても今後の課題となり

得る。導入時の費用は国の補助によっているが、

来たるべきシステム切替(更新)にかかる費用

は、原則として津梁ネットに加入する医療機関

等が負担する可能性がある。また、津梁ネット

と各医療機関の病院情報システムとを連携さ

せるためには、システムベンダによる作業と費

用が発生するため、拡張データの開示・共有を

進める上では、このような費用を各医療機関が

負担してもなお、何らかのメリットを感じるこ

とがなければ、利活用は進まないのではないか。 
 
Ｄ．考察 

本研究では、地域医療情報連携ネットワーク

利活用の実態把握や、利活用の課題を検証する

ことを目的として、沖縄県の地域医療情報連携

ネットワーク「地域連携おきなわ津梁ネットワ

ーク」に参加する A 病院に対してインタビュ

ー調査を実施した。インタビューの結果から、

ネットワーク利活用の実態と併せていくつか

の課題が明らかになった。 
 
1．ネットワーク構築における課題 
 地域医療情報連携ネットワークの定義自体

が、診療上必要な医療情報を電子的に共有・閲

覧できることを可能とする仕組みであるが、医

療機関間での共有以前に、個々の医療機関にお

いて、電子化が進展していないことは、一つの

課題である。A 病院では電子カルテの他 PACS
などの導入も進んでいるが、全国の病院全体で、

電子カルテの導入率は依然 40％を切っている

(一般社団法人保健医療福祉情報システム工業

会，2018)。レセプトの電子化はほぼ 100％を

達成しているものの、レセプトデータに退院サ

マリや検査結果、医用画像情報は含まれていな

い。A 病院も指摘するとおり、電子化された情

報と紙等で作成されるアナログ情報とが共存

した場合、システムの業務フローが著しく煩雑

になってしまう。従って、地域医療情報連携ネ

ットワークの効果的な活用を推進するために

は、各医療機関の病院情報システム導入を促進

することが不可欠である。 
 電子カルテなどの病院情報システムは、セキ

ュリティの観点から、一般的に各医療機関内に

閉ざされたネットワークを構築して運用され

ている。このような病院情報システムと地域医

療情報連携ネットワークとを連動させるため

には、医療情報システムの安全管理に関するガ

イドラインに準拠し、セキュリティを担保した

ネットワークを構築する必要があるが、そのよ

うなネットワークを構築するための技術的・費

用的課題も存在する。 
 
2．ネットワーク加入者に関する課題 
 地域医療ネットワークを最大限活用するた

めには、住民と医療機関等とが悉皆的にネット

ワークに登録・加入されていることが重要であ

る。しかし、医療機関での患者に対する登録勧

奨には限界があることから、患者以外も含めた

住民全体に対して、ネットワークに関する啓発

を行うことが求められる。そのためにも、ネッ

トワークを運用する事業者(津梁ネットの場合
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は県医師会)と都道府県などの自治体が密に協

力していくことが望ましい。 
 
3．診療報酬算定における課題 
 ネットワークの持続的な利活用には、ネット

ワークが持つ情報の品質と価値を向上するこ

とも重要だが、ネットワークの構築と運用・維

持に多額の費用がかかることから、経済的なメ

リット・インセンティブも不可欠である。しか

し本研究班がNDBを用いて検証を行ったとお

り、「検査・画像情報提供加算」及び「電子的

診療情報評価料」の算定件数は限定的である。

今回のインタビュー調査に拠れば、それぞれの

診療報酬算定に必要な要件を満たすことが、現

在の地域医療情報連携ネットワークの仕様や

業務フロー上困難であることが示唆された。ネ

ットワークの持続的・積極的な利活用を推進す

る上で、算定要件の明確化や緩和、及び保険点

数の見直しなど、インセンティブの設計を見直

すことが必要である。加えて、ネットワーク運

用による受益者を鑑みた際に、システムの更新

費用などを誰が負担するべきか、という点は改

めて検討する必要があるのではないか。 
 
4．研究の限界 

全国で運用されている地域医療情報連携ネ

ットワークには様々な形態があり、運用経緯や

地域の医療ニーズも異なる。また、本調査は限

られた対象に実施するインデプスインタビュ

ー調査であり、このような研究の特性上、得ら

れた知見の一般化可能性は限定的である。一方

で、定量的研究で得られた結果を解釈・検証す

るために本調査は不可欠であったと考えられ

る。 
 
Ｅ．結論 
 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実

態把握や、利活用の課題を検証することを目的

として、沖縄県の地域医療情報連携ネットワー

ク「おきなわ津梁ネットワーク」に参加する中

核病院に対してインタビュー調査を実施した。

その結果、地域医療情報連携ネットワークに参

加する医療機関及び患者数は増加しているも

のの、実診療における利活用や、ネットワーク

を活用することによる診療報酬の算定件数は

極めて限られていることがわかった。利活用を

推進する上で、情報システム導入医療機関数の

増加、参加医療機関・登録患者の悉皆性向上、

診療報酬の算定要件の緩和などによるインセ

ンティブの再構築の必要性が示された。地域医

療情報連携ネットワーク導入により期待され

る医療の質向上や地域医療資源効率化を実現

するためには、ネットワークの利用率向上に向

けたさらなる取り組みの重要性が示唆された。 
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Ａ．研究目的 
 我が国では電子カルテシステムの導入や、大

規模データベースの構築と利用、地域医療情報

連携ネットワークの構築が進められており、各

領域で ICT 化の状況や効果についての調査も

行われているが、評価指標はシステムの導入件

数や地域連携ネットワークへの加入施設数、利

用頻度、セキュリティや費用といった項目が中

心となっており、ICT 化による具体的な医療サ

ービスの内容や質の改善についての評価は少

なく、国際的にみても限定的なものに留まって

いる。 
 近年、情報通信技術（ICT）の進展に伴い、

医療機関では電子カルテやレセプトデータの

オンライン請求などが普及しつつある。このよ

うな ICT の利活用を通じて、より効率的で質

の高い医療提供体制・地域包括ケアシステムの

構築が期待されており、例えば、地域医療情報

連携ネットワークの導入が推進されている。地

域医療情報連携ネットワークとは、「患者の同

意のもと、医療機関等の間で、診療上必要な医

療情報（患者の基本情報、処方データ、検査デ

ータ、画像データ等）を電子的に共有・閲覧で

きることを可能とする仕組み」であり、質の高

い医療の提供や機能分化した医療機関間の連

携強化、連携強化に伴う薬剤検査等の適正化な

どが期待されている(厚生労働省, n.d.)。しかし

ながら、地域医療情報連携ネットワークの導入

による具体的な医療サービスの内容や質の改

善についての評価は限られており、そもそも各
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 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実態把握や、利活用の課題を検証することを目的とし
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査を実施した。その結果、地域医療情報連携ネットワークに参加する医療機関及び患者数は増

加しているものの、実診療における利活用や、ネットワークを活用することによる診療報酬の

算定件数は極めて限られていることがわかった。利活用を推進する上で、情報システム導入医

療機関数の増加、参加医療機関・登録患者の悉皆性向上、診療報酬の算定要件の緩和などによ

るインセンティブの再構築の必要性が示された。地域医療情報連携ネットワーク導入により期

待される医療の質向上や地域医療資源効率化を実現するためには、ネットワークの利用率向上

に向けたさらなる取り組みの重要性が示唆された。 
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ネットワークがどのように利活用されている

かは不明確である。 
本研究では、地域医療情報連携ネットワーク

利活用の実態把握や、利活用の課題を検証する

ことを目的として、ネットワーク導入地域の医

療機関に対してインタビュー調査を実施した。 
 

Ｂ．研究方法 
本研究は、半構造化質問票を用いたリサー

チ・インタビューとして実施する。対象は地域

医療情報連携ネットワークに加入する医療機

関である。なお、対象医療機関については、は

じめに対象となる医療情報連携ネットワーク

を抽出した上で、ネットワークに加入する医療

機関を抽出した。 
対象となるネットワークは次のような手順

で抽出した。 
1. 日医総研が 2016年に実施した調査にお

いて「全国地域医療連携一覧」に掲載さ

れているネットワークのうち 
2. サービス運用中である 
3. 全県域が対象である 
4. 検査または画像データが共有できる 
5. 厚生労働省「医療情報連携ネットワーク

支援 Navi」の中で「ピックアップ事例」

として取り上げられている 
上記の中から、最終的に長崎県「あじさいネ

ット」及び沖縄県「おきなわ津梁ネットワーク」

を対象とした。本分担研究では、沖縄県「おき

なわ津梁ネットワーク」(以下「津梁ネット」)
に着目した。 
津梁ネットから、調査対象となる医療機関は

次の手順で抽出した。 
1. 津梁ネットのウェブサイト上に掲載さ

れている「参加施設」のうち 
2. 津梁ネットの中核病院である病院 

 上記の中から、調査に同意した B 医療機関

を最終的な調査対象医療機関とした。インタビ

ュー調査は、平成 31 年 3 月中旬に対象医療機

関の会議室で実施した。インタビューはＢ医療

機関を運営する法人の幹部及び地域医療情報

連携ネットワークを担当する医事業務課主任

の 2 名を対象とし、インタビュー時間はあわせ

て 70 分程度であった。なお対象者には、調査

に先だって調査企図と調査内容を示した文書

を提示した。 
 調査は、半構造化質問票を作成し、主に以下

の点について尋ねた。 
・ 地域医療ネットワーク加入の経緯 
・ 地域医療ネットワークの活用状況 
・ ネットワーク利用におけるシステムの導

入状況や運用方法 
・ 診療報酬の算定状況と算定上の課題など 
・ 地域医療ネットワークによって得られる

メリットと課題・負担感 
インタビューは本研究班の研究者 3 名が担

当した。 
 

Ｃ．研究結果 
1．Ｂ医療機関の概要 
 Ｂ医療機関は沖縄県中部医療圏に属する無

床診療所であり、おきなわ津梁ネットワーク当

初から加入している医療機関である。 
 
2．地域医療ネットワークの目的 
おきなわ津梁ネットワークは平均寿命都道

府県順位 1位を再度目指すために 2014年に始

まり、当初は糖尿病、脳卒中、急性心筋梗塞の

連携パス運用における情報共有を目的として

いる。対象とする疾患が生活習慣病に関連が深

いことから、おきなわ津梁ネットワークの組織

体制は沖縄県医師会が先頭に立ち、おきなわ津

梁ネットワーク運営実行委員会により、重症化

予防、健康教育広報等の連携・調整を保険者協
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議会や健康おきなわ 21 推進委員会と行ってい

る。検診については大学が中心となり連携して

進めている。 
 
3．地域医療ネットワークの活用状況 
 津梁ネットには、調査日現在で 176 施設が

参加している。おきなわ津梁ネットワークは、

図表 2 に示す標準データ、医用画像、拡張デー

タを開示・共有することができるが、中核病院

は原則として標準ストレージ及び医用画像を

公開することが求められている。他県で用いら

れている iDLinkについてはおきなわ津梁ネッ

トワークが独自の経緯で進んできた経緯から

使用していない。 
おきなわ津梁ネットワークは脳卒中連携パ

ス、糖尿病連携パス、検診・検査結果共有、特

定保健指導支援が平成 25 年 10 月に稼働して

以降、心筋梗塞連携パス、地域包括ケアが順次

稼働し、平成 29 年 10 月にはＥＨＲプラット

フォームが構築され、県内 26 病院のうち 16
病院が参画している。さらに平成 30 年度にお

いてはＰＨＲへの拡張を予定しており、おきな

わ津梁ネットワークの対象範囲は拡充する方

向で進んでいる。 
データの集積方法は、医療機関からの医療情

報に加え、保険薬局からの処方・調剤情報およ

び市町村・協会けんぽからの特定健診情報、検

査会社の臨床検査情報等を取り扱っている。こ

れらをおきなわ津梁ネットワークに集約する

ことで、医療機関連携や医薬連携、重症化予防

対策、地域包括ケアシステムに利活用している。 
おきなわ津梁ネットワークの参加施設・登録

者数は年々増加しており、平成 30 年 12 月時

点で 118 施設 45,430 名が加入している。 
津梁ネットへの情報開示・共有は、各患者個

人の同意に基づいて実施する。津梁ネットに登

録されている患者数は調査時点でおよそ4万7

千人にのぼり、毎月新たに 700 名程度が加入

している。登録者は利用者カードを提示するこ

とで意思表示とし、患者情報が閲覧できるよう

運用している。救急治療の場合は規定上連買い

を定めておりおきなわ津梁ネットワークデー

タベースへアクセスし患者の医療情報を閲覧

することができる。 
 
4．新たなおきなわ津梁ネットワークの展開 
 地域医療介護総合確保基金事業として平成

28 年度にこれまでの津梁ネットワークデータ

ベースを SS-MIX2 標準化に対応し、HER を

高度化した。これにより救急医療、クリニカル

パスの充実、在宅コミュニケーションに利活用

する機能が拡充した。さらに総務省「クラウド

型 EHR 高度化」事業いより電子カルテシステ

ムからの診療情報・画像情報の収集、レセプト

コンピュータからの診療情報および調剤情報

の収集を可能とし、PIX/PDQ・XDS/XCA 機能

を実装した。これらの機能拡充により、特定健

診等の共有から中核病院の診療情報の共有お

よび情報集積の効率化を実現したことで、連携

施設と非連携施設双方の情報を公開すること

が可能となった。連携施設は患者基本情報、処

方情報等の標準データに加え、退院サマリや診

療方法提供書等の拡張データも公開すること

で、中核病院の診療情報を共通の画面で閲覧で

きる EHR 高度化が実現されている。 
 
5．おきなわ津梁ネットワークでできること 
医療機関にとっては、救急告示病院の診療情

報を参照することができる。病名、検査、処方、

注射、画像に加え救急外来等における処方、検

査結果情報を参照することができる。さらに薬

局の処方・調剤情報から自院処方後の薬局調剤

情報から後発品の利用状況を把握したり、他院

処方後の薬局調剤情報から二重・多重処方防止
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ができる。特定健診結果を活用した重症化予防

や地域連携パスによる急性期から回復期・維持

期までの地域連携情報を多職種で共有するこ

とから地域包括ケアシステムへの利用が可能

である。このように医療機関にとっては自院の

患者のセーフティネットとしての役割を果た

している。 
患者にとっては特定健診結果を基にした効

果的な治療や保健指導や重複検査・処方を避け

ることができる。また、救急受診時に既往歴の

確認による安全な治療を受けることができる。

具体的な一例として、動脈瘤リスクの高い患者

に対し、有事の際の受診先をあらかじめ伝える

ことが出来ている。 
しかしながら、診療報酬請求上はシステム要

件の指定があり、既存の電子カルテから別シス

テムを介してタイムスタンプを発行して送信

することから、かかる手間に対して電子的診療

情報評価料（30 点）では報酬に見合わず、誰

が運用するかという点での阻害要因があるこ

とが明らかとなった。 
 

 
Ｄ．考察 

本研究では、地域医療情報連携ネットワーク

利活用の実態把握や、利活用の課題を検証する

ことを目的として、沖縄県の地域医療情報連携

ネットワーク「地域連携おきなわ津梁ネットワ

ーク」に参加する B 医療機関に対してインタ

ビュー調査を実施した。インタビューの結果か

ら、おきなわ津梁ネットワークの利活用の実態

と併せて運用上の課題が明らかになった。 
全国で運用されている地域医療情報連携ネ

ットワークには様々な形態があり、運用経緯や

地域の医療ニーズも異なる。また、本調査は限

られた対象に実施するインデプスインタビュ

ー調査であり、このような研究の特性上、得ら

れた知見の一般化可能性は限定的である。一方

で、定量的研究で得られた結果を解釈・検証す

るために本調査は不可欠であったと考えられ

る。 
 

Ｅ．結論 
 地域医療情報連携ネットワーク利活用の実

態把握や、利活用の課題を検証することを目的

として、沖縄県の地域医療情報連携ネットワー

ク「おきなわ津梁ネットワーク」に関するイン

タビュー調査を実施した。その結果、地域医療

情報連携ネットワークに参加する医療機関及

び患者数は増加しており、さらなる機能拡充に

よる利活用が進んでいる一方で、実診療におけ

る利活用による診療報酬の算定要件が限定的

であるために情報システムのタイムスタンプ

や多忙な医師による運用が診療報酬に見合わ

ない課題について明らかとなった。地域医療情

報連携ネットワーク導入により期待される医

療の質向上や地域医療資源効率化を実現する

ためには、ネットワークの利用率向上に向けた

さらなる取り組みの重要性が示唆された。 
 
Ｆ．研究発表 
1．論文発表 
 該当無し 
 

2．学会発表 
 該当無し 

 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む） 
1．特許取得 該当無し 
2．実用新案登録 該当無し 
3．その他 該当無し 
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